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議
案
第
13
号　

反
対
討
論

　

予
算
書
に
計
上
さ
れ
て
い
る
下

水
道
使
用
料
を
有
収
水
量
で
割
っ

た
１
㎥
当
り
の
下
水
道
料
金
は
180

円
38
銭
で
あ
り
、
29
年
度
予
算
比

で
12
円
65
銭
高
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
農
業
集
落
排
水
事
業
で
は
１

㎥
あ
た
り
28
年
度
予
算
比
２
円
48

銭
高
の
165
円
19
銭
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
事
業
で
は
１
㎥

あ
た
り
28
年
度
予
算
比
33
銭
安
の

152
円
80
銭
と
な
っ
て
い
る
。

　

28
年
度
の
使
用
料
単
価
は
152
円

94
銭
で
あ
り
、
使
用
料
単
価
を
抑

え
る
努
力
が
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
ま
た
、
わ
ず
か
で
も
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
事
業
の
予
算

が
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
下
水
道

事
業
で
は
10
円
を
上
回
る
値
上
げ

と
な
っ
て
い
る
。

　

耐
震
化
工
事
や
経
年
に
よ
る
更

新
工
事
に
備
え
る
必
要
は
あ
る
が
、

例
年
の
決
算
書
で
純
利
益
が
上

が
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
一
部
を
下
水
道
料
金
の
引
き

下
げ
に
還
元
す
る
こ
と
も
必
要
で

あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
13
号　

賛
成
討
論

　

下
水
道
事
業
は
、
供
用
を
開
始

し
て
か
ら
30
年
を
経
過
し
、
浄
化

セ
ン
タ
ー
の
機
械
及
び
装
置
な
ど

は
、
耐
用
年
数
の
経
過
に
よ
り
、

更
新
あ
る
い
は
大
規
模
な
修
繕
を

必
要
と
す
る
時
期
を
迎
え
て
い
る
。

ま
た
、
下
水
道
事
業
は
、
公
衆
衛

生
の
向
上
、
公
共
用
水
域
の
保
全

等
、
私
た
ち
の
生
活
に
無
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
恒
久
的

な
下
水
道
事
業
の
運
営
に
あ
た
っ

て
、
こ
れ
ら
の
資
産
の
更
新
等
に

係
る
財
源
の
確
保
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
本

予
算
で
は
、
使
用
料
に
つ
い
て
前

年
度
を
上
回
る
額
を
見
込
み
、
武

蔵
台
、
横
手
台
地
区
の
公
共
下
水

道
化
に
向
け
た
工
事
も
着
実
に
行

い
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計

画
の
策
定
に
取
り
組
む
な
ど
、
持

続
可
能
な
下
水
道
事
業
の
経
営
に

努
め
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
14
号
）

　

�

日
高
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調

整
基
金
条
例

　

国
民
健
康
保
険
財
政
の
健
全
な

運
営
を
図
る
た
め
、
平
成
30
年
度

か
ら
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な

る
県
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

に
対
し
、
市
が
拠
出
す
る
こ
と
と

な
る
納
付
金
の
財
源
に
不
足
が
生

じ
た
場
合
に
備
え
、
財
政
調
整
基

金
を
設
置
し
た
い
と
い
う
も
の
で

す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
15
号
）

　

�

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

議
会
の
議
員
の
期
末
手
当
の
支

給
割
合
を
変
更
し
、
あ
わ
せ
て
字

句
の
整
理
を
し
た
い
と
い
う
も
の

で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
16
号
）

　

�

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

平
成
30
年
４
月
に
開
設
す
る
子

育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
ぬ
く
ぬ

く
に
お
い
て
、
利
用
者
支
援
事
業

を
実
施
す
る
こ
と
に
伴
い
、
子
ど

も
・
子
育
て
利
用
者
支
援
専
門
員

を
置
く
た
め
、
そ
の
報
酬
の
額
等

を
定
め
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
17
号
）

　

�

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

市
長
お
よ
び
副
市
長
の
期
末
手

当
の
支
給
割
合
を
変
更
し
、
あ
わ

せ
て
字
句
の
整
理
を
し
た
い
と
い

う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
18
号
）

　

�

教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

教
育
委
員
会
教
育
長
の
期
末
手

当
の
支
給
割
合
を
変
更
し
、
あ
わ

せ
て
字
句
の
整
理
を
し
た
い
と
い

う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
19
号
）

　

�

日
高
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

平
成
29
年
人
事
院
勧
告
お
よ
び

平
成
29
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧

告
を
踏
ま
え
、
市
職
員
の
給
料
月

額
お
よ
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合

を
変
更
し
、
あ
わ
せ
て
字
句
の
整

理
を
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
20
号
）

　

�

日
高
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
を
徴
収
す
べ
き

被
保
険
者
に
、
同
法
の
住
所
地
特

例
に
関
係
す
る
者
を
追
加
す
る
等
、

所
要
の
改
正
を
し
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
21
号
）

　

�

日
高
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
助
成
金
の
支
給
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
金
の
支
給

対
象
者
に
、
同
法
の
住
所
地
特
例

に
関
係
す
る
者
を
追
加
す
る
等
、

所
要
の
改
正
を
し
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
22
号
）

　

�

日
高
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、

介
護
保
険
料
率
を
改
定
す
る
と
と

も
に
、
所
要
の
改
正
を
し
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
22
号　

反
対
討
論

　

本
議
案
は
、
平
成
29
年
５
月
の

介
護
保
険
法
改
正
に
伴
い
、
保
険

料
率
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

掲
げ
ら
れ
て
い
る
全
て
の
第
１
号

被
保
険
者
に
2.17
％
の
保
険
料
率
引


